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時論公論文
科
官
僚
の
倫
理
欠
如

文
科
省
前
局
長
の
裏
口
入
学
贈
収
賄

事
件
。
次
男
の
医
学
部
入
試
の
点
数
を
か

さ
上
げ
さ
せ
医
大
へ
の
助
成
金
を
不
当
に

支
出
し
た
と
し
て
東
京
地
検
特
捜
部
が

前
局
長
を
受
託
収
賄
容
疑
で
逮
捕
し
た
。

国
の
教
育
行
政
の
一
端
を
取
り
仕
切
り
な

が
ら
裏
口
入
学
を
求
め
る
文
科
官
僚
の

倫
理
欠
如
。
古
く
か
ら
あ
る
典
型
的
な

汚
職
で
、
流
行
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
や

ガ
バ
ナ
ン
ス
は
何
の
歯
止
め
に
も
な
ら
な

か
っ
た
。

科
学
技
術
学
術
政
策
局
長
だ
っ
た

佐
野
太
容
疑
者
（
58
）
が
逮
捕
さ
れ
た

２
０
１
８
年
７
月
４
日
、
文
科
省
に
衝

撃
が
走
っ
た
。
前
年
１
月
に
天
下
り
再
就

職
あ
っ
せ
ん
が
問
題
と
な
り
、
当
時
、
事

務
次
官
だ
っ
た
前
川
喜
平
氏
が
引
責
辞

任
し
た
の
に
続
く
不
祥
事
。
森
友
学
園
へ

の
国
有
地
払
い
下
げ
で
大
蔵
官
僚
の
佐

川
宣
寿
・
前
国
税
庁
長
官
（
60
）
が
、
加

計
学
園
の
獣
医
学
部
新
設
で
は
経
産
省

官
僚
の
柳
瀬
唯
夫
・
前
経
済
産
業
審
議

官
（
57
）
が
や
り
玉
に
あ
が
っ
た
が
、
監
督

官
庁
に
も
か
か
わ
ら
ず
文
科
省
に
飛
び
火

し
な
か
っ
た
こ
と
で
庁
内
は
一
息
つ
い
た
雰

囲
気
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、一
連
の
官
僚
不

祥
事
で
は
最
悪
の
現
職
官
僚
の
逮
捕
者

を
文
科
省
か
ら
出
し
た
こ
と
で
、
庁
内
は

混
乱
に
陥
っ
た
。

逮
捕
容
疑
は
、
官
房
長
だ
っ
た
佐
野
太

容
疑
者
（
58
）
が
２
０
１
７
年
５
月
、
辞

職
前
の
東
京
医
大
の
臼
井
正
彦
前
理
事

長
（
77
）
か
ら
独
自
研
究
を
助
け
る
私
大

研
究
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
の
対
象
に
選

ば
れ
る
よ
う
頼
ま
れ
、
申
請
で
有
利
に
取

り
は
か
ら
っ
た
と
い
う
。
事
業
の
対
象
と

な
り
、
年
間
３
５
０
０
万
の
助
成
を
５
年

間
、受
け
ら
れ
る
こ
と
が
11
月
に
決
る
と
、

臼
井
前
理
事
長
と
鈴
木
衛
前
学
長
（
69
）

は
２
０
１
８
年
２
月
の
入
試
で
佐
野
容
疑

者
の
次
男
を
合
格
さ
せ
る
よ
う
学
内
の
入

試
委
員
に
指
示
し
た
と
し
て
い
る
。

東
京
医
大
関
係
者
に
よ
る
と
、
臼
井

前
理
事
長
は
２
０
０
８
年
に
学
長
に
就

き
２
０
１
３
年
に
理
事
長
を
兼
任
し
、
慣

例
に
よ
る
２
期
４
年
の
任
期
を
超
え
て

ト
ッ
プ
を
続
け
て
き
た
。
東
京
医
大
は
17

年
に
事
業
対
象
か
ら
落
選
し
た
が
、
臼
井

前
理
事
長
は
対
象
に
選
ば
れ
る
こ
と
で

雪
辱
を
果
た
し
、
学
内
で
の
支
配
的
地
位

を
盤
石
に
す
る
強
い
動
機
が
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
。

官
公
庁
の
職
務
権
限
が
ポ
イ
ン
ト

一
方
、
佐
野
容
疑
者
の
妻
は
、
文
部
大

臣
だ
っ
た
小
杉
隆
氏
（
82
）
の
長
女
。
早

大
理
工
学
部
大
学
院
を
出
て
文
科
省
に

再
編
さ
れ
る
前
の
旧
科
技
庁
に
入
庁
し

た
佐
野
容
疑
者
は
、
文
教
族
の
ド
ン
で
も

あ
っ
た
小
杉
氏
の
威
光
を
背
景
に
大
臣

秘
書
官
な
ど
要
職
を
歴
任
。
旧
文
部
省

と
襷
掛
け
人
事
で
次
官
が
輩
出
さ
れ
る

慣
例
で
旧
科
技
庁
か
ら
の
次
官
候
補
と

目
さ
れ
て
い
た
。
上
昇
志
向
が
強
く
、
故

郷
、
山
梨
県
に
あ
る
山
梨
大
副
学
長
に
出

向
し
た
際
に
は
、
知
事
選
出
馬
の
動
き
も

あ
っ
た
が
、
プ
ラ
イ
ド
の
高
さ
か
ら
自
民

県
議
や
母
校
、
日
川
高
同
窓
会
の
支
援
を

得
ら
れ
ず
断
念
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

佐
野
容
疑
者
と
臼
井
前
理
事
長
を
結

び
つ
け
た
の
は
、
佐
野
容
疑
者
の
容
疑
を

幇
助
し
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
医
療
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
の
元
役
員
、
谷
口
浩

II

経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

八
雲
豊
彦

検
察
が
試
さ
れ
る
癒
着
の
解
明

文
科
省
前
局
長
の

裏
口
入
学
贈
収
賄
事
件
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司
容
疑
者
（
47
）
だ
っ
た
。
谷
口
容
疑
者

は
医
療
業
界
の
利
権
を
め
ぐ
り
永
田
町

や
霞
ヶ
関
界
隈
で
知
る
人
ぞ
知
る
存
在

だ
っ
た
。

小
杉
氏
の
関
係
者
か
ら
佐
野
容
疑
者

と
知
り
合
っ
た
谷
口
氏
は
家
族
ぐ
る
み
で

つ
き
あ
い
、
飲
食
の
接
待
の
ほ
か
、
ゴ
ル
フ

バ
ッ
グ
の
提
供
し
て
い
た
。
佐
野
容
疑
者

の
次
男
が
問
題
の
入
試
前
に
英
語
の
勉

強
の
一
環
と
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
セ
ブ
島
を

旅
行
し
た
際
、
費
用
を
元
役
員
の
会
社
が

経
費
と
し
て
捻
出
し
て
い
た
と
い
う
。

事
業
対
象
の
選
定
に
対
し
て
、
佐
野
容

疑
者
は
「
世
話
に
な
っ
た
谷
口
元
役
員
か

ら
『
面
倒
を
み
て
あ
げ
て
』
と
言
わ
れ
た

の
で
、
大
学
側
に
助
言
し
た
」
と
認
め
て

い
る
。
し
か
し
、
当
時
、
官
房
長
だ
っ
た

こ
と
か
ら
「
職
務
権
限
は
な
い
」
な
ど
と

容
疑
を
否
認
し
て
い
る
。

立
件
は
、官
房
長
の
職
務
権
限
は
多
岐

に
わ
た
り
個
別
具
体
的
な
案
件
に
適
用

で
き
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
官
僚
機

構
で
政
治
家
や
上
司
の
意
向
を
「
忖
度
」

し
て
動
く
こ
と
は
森
友
学
園
問
題
で
の

佐
川
前
国
税
庁
長
官
ら
の
一
連
の
行
動
で

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
事
業
対
象
の

選
定
担
当
者
が
官
房
長
に
「
忖
度
」
し
た

場
合
は
職
務
権
限
を
問
わ
れ
る
。
刑
事

事
件
の
証
拠
と
し
て
ど
う
認
定
し
て
い
く

か
、
文
科
省
関
係
者
か
ら
詳
し
い
事
情
聴

取
を
続
け
て
い
る
。

検
察
の
権
威
を
か
け
た
捜
査

一
方
、
今
回
の
事
件
で
、
臼
井
前
理
事

長
と
鈴
木
前
学
長
は
逮
捕
さ
れ
な
か
っ

た
。
佐
野
容
疑
者
の
逮
捕
後
、
両
者
は
間

も
な
く
理
事
長
と
学
長
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職

務
を
辞
任
。
社
会
的
責
任
を
と
り
、
特
捜

部
の
事
情
聴
取
に
任
意
で
積
極
的
に
応
じ

て
い
る
。
捜
査
協
力
で
罪
が
減
じ
ら
れ
る

司
法
取
引
制
度
が
６
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た

が
、
特
捜
部
は
臼
田
理
事
長
ら
を
拘
束
し

な
い
こ
と
で
全
容
解
明
に
必
要
な
供
述
を

引
き
出
し
、贈
賄
罪
で
在
宅
起
訴
し
求
刑

で
罰
則
を
減
じ
る
戦
略
と
み
ら
れ
る
。

大
学
へ
の
功
績
を
実
績
と
し
て
学
内
を

牛
耳
ろ
う
と
す
る
臼
井
前
理
事
長
に
は

裏
口
入
学
と
の
引
き
替
え
に
し
た
事
業
選

定
に
強
い
動
機
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
直

接
の
事
業
選
定
へ
の
請
託
と
佐
野
容
疑
者

か
ら
の
具
体
的
な
裏
口
入
学
依
頼
の
供

述
は
引
き
出
せ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

こ
の
経
緯
か
ら
、
佐
野
容
疑
者
側
は
、

次
男
が
医
大
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
谷
口
容
疑
者
は
臼
井
理
事
長
と

「
勝
手
に
加
点
行
為
を
画
策
し
た
」
と
い

う
ス
ト
ー
リ
ー
も
描
く
こ
と
も
で
き
る
。

特
捜
部
は
職
務
権
限
を
つ
め
る
一
方
、
こ

れ
を
ど
う
つ
ぶ
す
か
が
課
題
と
な
る
。

ま
た
、
裏
口
入
試
の
不
正
加
点
で
は
、

次
男
の
学
力
が
焦
点
に
も
な
る
。
次
男
は

「
坊
ち
ゃ
ん
学
校
」
で
知
ら
れ
る
私
立
成

蹊
高
出
身
で
、
成
績
は
中
位
。
旧
制
大
学

令
で
大
学
医
学
部
と
な
っ
た
都
内
８
大
学

の
一
角
を
占
め
る
東
京
医
大
合
格
に
は
ほ

ど
遠
い
成
績
だ
っ
た
と
い
う
。
東
京
医
大

の
入
試
は
１
次
が
学
科
、
２
次
が
面
接
と

論
文
で
、
臼
井
容
疑
者
ら
は
点
数
化
に
裁

量
幅
が
多
い
２
次
で
か
さ
上
げ
を
画
策
。

し
か
し
、
２
次
の
内
容
は
、か
な
り
悪
く
、

点
数
が
絶
対
的
な
１
次
に
10
点
加
算
さ

せ
る
こ
と
を
入
試
担
当
者
に
指
示
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
次
男
を
合
格
さ
せ

る
強
い
犯
意
を
示
す
行
為
だ
が
、
特
捜
部

は
、
こ
の
過
程
で
佐
野
容
疑
者
か
ら
臼
井

前
理
事
長
に
合
格
へ
の
強
要
的
な
言
辞
も

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
み
て
、
詳
し
く

調
べ
て
い
る
と
い
う
。

一
連
の
官
僚
不
祥
事
で
「
忖
度
」
を
流

行
語
に
し
た
森
友
問
題
で
大
阪
地
検
特

捜
部
が
佐
川
前
長
官
ら
関
係
者
を
不
起

訴
と
し
、
不
正
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
検

察
に
対
す
る
国
民
は
不
信
感
を
強
め
た
。

東
京
地
検
特
捜
部
は
今
回
の
事
件
で
検

察
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い

る
。
佐
野
容
疑
者
ら
を
起
訴
後
、
谷
口
容

疑
者
を
贈
収
賄
容
疑
で
再
逮
捕
す
る
と

と
も
に
新
た
に
文
科
省
前
国
際
統
括
官

の
川
端
和
明
容
疑
者
（
57
）
を
収
賄
容
疑

で
逮
捕
、
事
件
は
川
端
容
疑
者
の
出
稿
先

だ
っ
た
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
の
業

務
を
め
ぐ
る
汚
職
事
件
に
広
が
っ
た
。
し

か
し
、
佐
野
容
疑
者
が
否
認
し
て
い
る
こ

と
で
、
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
壁

は
少
な
く
な
い
。
検
察
の
権
威
を
か
け
た

捜
査
と
も
い
え
、
今
後
の
成
り
行
き
が
注

目
さ
れ
る
。




